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★アドバイス★ 

 

 自動車の購入契約では特定商取引法のクーリング・オフ制度の適用はありません。 

 車のコンディションや整備費用、手続きにかかる費用など事前の下調べをしっかり行いま

しょう。 

 中古車選びに自信のない人は信頼できる販売店で購入するように 

しましょう。 

 高額な買い物になるので、契約の時期や解約料等の契約内容の確認 

を十分に行い、契約は焦らずに、じっくりと購入計画を立ててから 

慎重に行うようにしましょう。 

 ©宮城県・旭プロダクション 

中古車購入時のトラブルに気をつけましょう 

◆レジ袋有料化スタート！ 

◆中古車購入時のトラブルに気をつけましょう！ 

 

 

 

・中古車を購入したがセンサーに問題があると分かった。事業者は  

保証対象には入らないと言うが納得できない。 

・中古車を売却するため売買契約書を交わしたが、後日車にへこみが

あると言われ査定額を１０万円減額された。納得できない。 

・３００万円の中古車が気に入り契約したが、納車前にキャンセルす

ることになった。事業者から３０万円のキャンセル料を請求された

が高額だ。 

・中古車を購入したが購入時に説明のなかった事故歴があることが分

かった。解約したい。 

 

 

月号 

発行／宮城県消費生活センター 

 

みやぎの消費生活情報 
Information on Consumer Affairs of MIYAGI 

 

◆マイナポイントに乗じた詐欺にご注意ください！ 

 

 

 

 

I N D E X 

第 125号 

号 
 お金や暮らしの知恵を学びましょう！！（宮城県金融広報委員会） 

◆「簡単に儲かる」という副業の話に気をつけましょう！ 

 

 

 

 



  

マイナポイントに乗じた詐欺にご注意ください！ 

国や市区町村の職員、その関係者等が以下を行うことは絶対にありません！ 

 マイナンバーや金融機関の口座番号、口座の暗証番号、資産の情報、家族構成などの個人情

報などを伺うこと。 

 通帳やキャッシュカードを預かったり、確認すること。 

 金銭を要求したり、手数料の振込を求めること。 

警察相談専用電話 

♯９１１０ 

または 

最寄りの警察署 

 海洋プラスチックごみ問題や地球温暖化の

解決に向けた第一歩として、マイバッグの持参

など、消費者のライフスタイルの変革を促すこ

とを目的として、全国一律でレジ袋の有料化が

７月１日にスタートしました。 

・プラスチック製買い物袋の 1 枚あたりの価格は店によって異なります。 

・紙製など、有料化の対象外の素材の袋についても、有料とする店もあります。 

 （経済産業省が事業者の自主的な取組として、有料化の実施を推奨しているため。） 

・プラスチック製買い物袋を扱う小売業を営む全ての業者が対象となっていますが、法令の対

象外の業種でも自主的な取組として有料化の実施を推奨しています。 

・１枚あたりの価格や有料となっている袋は何かなどは、買い物をするときに店に確認しまし

ょう。 

 

知っておこう！  

詳しくは経済産業省のホームページを確認しましょう  

消費者ホットライン 

（局番なしの３桁） 

１８８（いやや！） 

※最寄りの消費生活相談

窓口につながります。 

マイナンバー総合フリーダイヤル 

０１２０―９５―０１７８ 

〔受付時間〕 

平日  ９：３０～２０：００ 

土日祝 ９：３０～１７：３０ 

※ダイヤル後、５番を選択してください 

レジ袋有料化スタート！ 

少しでも不審に思ったら、相談しましょう。 

消費者 

向け 

レジ袋有料化お問い合わせ窓口 

０５７０―０８０１８０ 
事業者 

向け 

レジ袋有料化お問い合わせ窓口 

０５７０―０００９３０ 

国がマイナンバーカード所有者に最大５千円分のポイントを配る「マイナポイント事業」の

受付が７月１日から始まりました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

★アドバイス★ 

 
 

 副業や投資等で高額収入を得るためのノウハウ等と称してインターネット等で販売されて

いる情報のことを「情報商材」と言います。 

 簡単に高額収入を得られることは通常ありません。契約前に内容を確かめることができな

いので、安易に信用して事業者に連絡するのはやめましょう。 

 「お金がない」という断り方をすると、「すぐに元が取れるから大丈夫」などと言われ、ク

レジットカードでの高額決済や借金を勧められるケースがあります。断るときは「契約は

しない」とはっきり伝えましょう。 

 不安に思ったときは、早めに消費生活センターにご相談ください。 

SNS で友達登録をした人から「ホームページを作りアクセス数を増や

すことで誰でも簡単に１日１０万円稼げる」とメールが送られてきたの

で興味を持ち、インターネットで１万円の情報商材を購入した。すると、

アクセス数を増やすツール等を契約するようにと電話で強引に勧誘さ

れ、断りきれずにクレジットカードで９０万円、現金で８５万円を支払

った。「命がけでサポートする」と記載されていたのに、実際はサポート

がなく、儲からない。 

「簡単に儲かる」という副業の話に気をつけましょう！ 

◎各市町村にも相談窓口があります。（詳しくは、最寄りの市町村へお問い合わせください。） 

 

 

【仙南圏】 

大河原地方振興事務所 

県民サービスセンター 

☎０２２４－５２－５７００ 

【大崎圏】 

北部地方振興事務所 

県民サービスセンター 

☎０２２９－２２－５７００ 

【栗原圏】 

 

県民サービスセンター 

☎０２２８－２３－５７００ 

【石巻圏】 

東部地方振興事務所 

県民サービスセンター 

☎０２２５－９３－５７００ 

【登米圏】 

 

県民サービスセンター 

☎０２２０－２２－５７００ 

【気仙沼・本吉圏】 

気仙沼地方振興事務所 

県民サービスセンター 

☎０２２６－２２－７０００ 

◎各県民サービスセンターにも相談窓口があります。（相談時間 月～金 9 時～１６時） 

仙台市青葉区本町３丁目８番１号（県庁１階） 

相談時間 月～金 ９時～１７時 土日 ９時～１６時（祝日・年末年始除く。） 
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syoubun/syohiseikatsu-center-index.html 

 
※土日は事前にお電話をいただけますよう御協力願います。 

 

消費生活相談窓口 

 



 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本情報紙のバックナンバーは 

みやぎの消費生活情報 で検索♪ 

◎買うものに優先順位をつける 

◎価格や条件を比べる 

◎記録をつけて自分の生活を知

る 

お金の使い方  

皆さんは『お金』をどのように使っていますか？収入には限りがあります。お金は、有限で

貴重な資源です。あることにお金を使うと、他のことには使えなくなります。このため、他の

ことに使うよりも、高い価値（満足や効果）が得られる使い方をしましょう。 

 

宮城県金融広報委員会 

収入 

欲しいもの 

 

 

宮城県金融広報委員会では、お金やくらし、金融などをテーマとした授業やセミナー・講座等に、講師を

派遣しています。皆様、どうぞ御活用ください。 

① 期間：通年 ② 時間：６０分～９０分 ③ 費用：無料 ④ 申込・連絡先（事務局）：022-211-2523 

 

☆大学、専修学校、高等学校における授業等 

【テーマ例】 

「ひとり暮らしの生活費」「カード社会の落とし穴」「ネットに関する金融トラブル」「金融トラブルに巻き

込まれないために」「成年年齢の引下げってなぜ？」 

☆小中学校における授業・ＰＴＡ講演会等 

【テーマ例】 

「『ためる』と『使う』」「こづかい帳をつけてみよう」「お金と社会のかかわり」「将来の夢と仕事とお金」

「世界のお金・日本のお金」「親子で向き合う金銭教育」 

☆公民館、各種団体における講座等 

【テーマ例】 

「シニア世代のお金とライフプラン」「金融商品の正しい知識 ～介護・医療・年金」「終活の考え方と

エンディングノートの活用」「金融犯罪の手口と対策」 

 

講師派遣のお知らせ 

本情報誌についてのお問合せは、宮城県消費生活・文化課相談啓発班まで（電話 022-211-2524） 

 


